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燕市規則第 ３８ 号 

  



 

   燕市宅地開発規則の一部を改正する規則 

 

 燕市宅地開発規則(平成18年燕市規則第144号)の一部を次のように改正す

る。 

 

 様式第1号を次のように改める。 

様式第1号(第3条関係) 



 

 

  

 



 

 様式第2号を次のように改める。 

様式第2号(第22条関係) 

 



 

 様式第3号を次のように改める。 

様式第3号(第23条関係) 

 



 

 様式第4号を次のように改める。 

様式第4号(第25条関係) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

別記燕市宅地開発規則開発技術基準中「なお、ここでいう法とは、都市計

画法(昭和43年法律第100号)をいう。」を削る。 

別記公共の用に供する空地に関する基準中「都市計画法施行令(昭和48年

政令第158号)」を「都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)」に改め、「都

市計画法施行規則(昭和44年建設省第49号)」を「都市計画法施行規則(昭和

44年建設省令第49号)」に改める。 

 別記公園等に関する基準中表-9を次のように改める。 

表-9 

開発区域の面積 公園等の総面積 設置内容 備考 

1.0ha未満 別途協議  

1.0ha以上 

～5.0ha未満 

開発区域面積の

3％以上 

公園、緑地又は広場

を1箇所以上設置す

る (300m2 以 上 ／ 1箇

所が望ましい。) 

政令第25条第6号 

5.0ha以上 

～20.0ha未満 

公園 

300m2以上／1箇所を

1 箇 所 以 上 設 置 す

る。 

政 令 第 25条 第 7号 規

則第21条 

20.0ha以上  公園 

1,000m2以上／1箇所

を2箇所以上設置す

る。 

 

 別記公園等に関する基準第4号中「公園等設置についての特例」を「自己

業務用の開発行為における公園等設置についての特例」に改め、同号③中

「②、③でいう広場」を「広場」に改め、同号①及び②を削り、同号③を①

とし、同号④を②とする。 

 別記消防水利に関する基準第1号①中「消防法(昭和23年法律第186号)」を

「消防法」に改め、第3号②イ7)中「二次製品」を「2次製品」に、「前項イ

による」を「同号の細分2)から6)に掲げる」に改める。 



 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則による改正後の燕市宅地開発規則の規定は、この規則の施行の

日以後に受理された同規定第2条に掲げる事業に係る申請について適用し、

この規則の施行の日前に受理された申請については、なお従前の例による。 


